
（様式９）
景観形成に関する協定書
　福岡市（以下「売渡人」という。）と●●●●（以下「買受人」という。）は、令和●年●月●日に売渡人と買受人の間で締結した土地売買契約書第11条の規定に基づき、香椎パークポート地区の良好な港湾環境の創出に関する事項について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。
（目的）
第１条　本協定は、買受人が香椎パークポートにおいて施設整備を行う際に、香椎パークポートの調和ある良好な港湾環境の創出を図る「アイランドシティ港湾関連用地・香椎パークポート景観形成ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の遵守を図るため、必要な事項を定めるものである。
（景観形成）
第２条　買受人は、前条の調和ある良好な港湾環境の創出を図るため、施設整備を行う場合はガイドラインに基づき、敷地、施設の緑化、広告物の設置、建物の後退、その他景観形成に関わる措置等について、建設計画を策定し、施設整備前に売渡人に届け出、承認を受けるものとする。
　　また、建設計画を変更しようとするときは、その都度遅滞なく売渡人に届け出、承認を受けるものとする。
（建築確認申請前の届け出等）
第３条　買受人は、建築基準法第６条に基づく建築確認の申請書を提出する場合は、第２条に規定する建設計画に関し、確認申請前に届け出、承認を受けるものとする。
（工事着手等の通知）
第４条　買受人は、施設整備に着手したとき及び施設整備を完了したときは、その旨をただちに売渡人に通知するものとする。
（基盤施設等）
第５条　買受人が、売渡人が整備した基盤施設等を、買受人の事情により変更する場合の必要経費は、買受人の負担とする。
（供用時の環境保全）
第６条　買受人は、操業開始にあたっては、環境の保全についての配慮を適正に行うと共に、環境配慮対策の適正な管理、運用に努めるものとする。
２　買受人の責めに帰すべき事由により、環境保全、環境配慮上の問題が発生した場合は、買受人の責任において解決するものとする。
（土地の保守管理）
第７条　買受人は、土地売買契約書第４条の売買物件の引渡し後は、除草、防塵等に十分留意し、周辺の環境を阻害しないように土地を保守管理しなければならない。
（工事中の環境保全及び安全管理）
第８条　買受人は、買受人の工事に伴う公害の防止をはじめとする環境保全措置、安全対策等を適切に行わなければならない。
２　第６条第２項の規定は、本条において準用する。
（実地調査等）
第９条　売渡人は、本協定に基づく買受人の履行状況を確認するため、必要に応じ報告を求め、又はあらかじめ買受人に対し書面により通知した上で実地調査を行うことができるものとし、買受人は、報告及び実地調査に協力しなければならない。
（協定の継承）
第10条　買受人は、土地の所有権の移転及び借地権の設定等を行う場合は、これら所有権等を取得する者へ本協定を継承する旨を買受人と所有権等を取得する者の連名で売渡人へ届け出、売渡人の承認を受けるものとする。
（疑義の協議）
第11条　本協定の条項の解釈に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項は、売渡人及び買受人が協議の上決定する。
　　この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。
　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　売渡人　　　　福岡市中央区天神一丁目8番1号
                     　　 　福岡市
                      　　　福岡市長　　髙島　宗一郎
　　　　　　　買受人　　　　●●●●●●●●●●●●●●●
　　　　　　　　　　　　　　●●●●
　　　　　　　　　　　　　　●●●●


